
 

 

北部大阪都市計画地区計画の変更（豊中市決定）計画書 

 

都市計画永楽荘地区地区計画を次のように変更する 

名   称 永楽荘地区地区計画 

位   置 豊中市永楽荘３丁目及び永楽荘４丁目地内 

面   積 約６．２ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の

目標 

 本地区は、豊中市の北部に位置し、景観形成協定が締結されている住宅地で、

低層戸建住宅を中心とした良好な住環境を形成している地区である。 

 景観形成協定が有効期限を迎えることから、本地区計画は、建築物等に関する

制限を行うことによって、これまで培われてきた良好な住環境の維持、保全を図

ることを目指し、周辺と調和のとれたまちなみを形成することを目標とする。 

土地利用の

方針 

ゆとりある戸建住宅を主体とした住宅地として、良好な住環境の維持、保全を

図る。 

建築物等の

整備の方針 

良好な住環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の

最低限度及び建築物等の高さの最高限度において必要な基準を設ける。 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用

途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

（１） 住宅（届出住宅（住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）

第２条第５項の届出住宅をいう。）又は３戸以上の長屋（同項の

届出住宅を除く。）を除く。以下同じ。） 

（２） 住宅で事務所の用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第１３０条の３

第１号で定めるもの 

（３） 認知症高齢者グループホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同

生活援助事業を行う施設をいう。）又は障害者グループホーム

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１５項に規定する共

同生活援助を行う施設をいう。）で、延べ面積が２００平方メー

トル未満のもの 

（４） 自治会等の自治活動の目的の用に供するための集会所その他こ

れに類するもの 

（５） 前３号の建築物に附属するもの（令第１３０条の５で定めるも

のを除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

 
１６０平方メートル 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りではない。 

（１） 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されてい

る土地又は建築物の敷地として使用する土地を、本規定が定め

られた以後初めて２以上に分割（敷地面積を１６０平方メート



 

 

「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 

ル以上とする分割を除く。）して各土地を建築物の敷地として使

用する場合で、分割した一つの敷地のみが１６０平方メートル

未満となるもの。この場合において、当該敷地の最低敷地面積

については１４０平方メートル以上とする。 

（２） 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されてい

る土地又は建築物の敷地として使用する土地で本規定に適合し

ないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの 
 

建築物等の高

さの最高限度 

１０メートルかつ軒の高さ７メートル 

（備考） 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

１．告示の際に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が建築物等

の高さの最高限度に適合せず、又はこの制限に適合しない部分を有する場合にあっては、その部分

について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、

大規模の修繕又は大規模の模様替をする部分以外の部分に対しては、この制限は適用しない。  

２．告示の際に現に存する建築物が建築物等の用途の制限に適合しない場合にあっては、当該建築

物の敷地内において次の各号のいずれかに該当する新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の

模様替をするときは、この制限は、適用しない。 

（１）当該建築物と同一の用途に供する建築物の新築をするとき。 

（２）当該建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をするとき（用途の変更を伴わ

ないものに限る。）。 

（３）当該建築物に附属するものの新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をすると

き。 

（特例による許可） 

  市長が次の各号のいずれかに該当すると認めて許可した建築物については、当該許可の範囲内に

おいてこれらの制限は、適用しない。 

（１）公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないもの 

（２）永楽荘地区地区計画に定められた区域の整備・開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、

適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるもの 

（適用の時期） 

建築物等の用途の制限第３号については、北部大阪都市計画永楽荘地区地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から適用する。 


